
1 

 

 

 

 

介護保険 課 

障害者福祉課 

 

 

介護・障害福祉サービス等の報酬改定について 

 

 

１ 背景 

令和７年１１月２１日に閣議決定された「『強い経済』を実現する総合経済

対策」において、介護分野の職員については「他職種と遜色ない処遇改善に向

けて、令和８年度介護報酬改定において、必要な対応を行うこと」とされまし

た。これを踏まえ、介護人材の確保や離職防止が喫緊の課題となっている現状

に対応するため、通常は３年ごとに実施される介護報酬改定を待たずに、期中

改定を実施することとなりました。 

この取扱いのもと、介護及び障害福祉サービス等事業所に従事する職員の

処遇改善については、令和７年１２月から都道府県を通じて補助金を交付し、

賃上げ支援を先行的に実施してきました。令和８年６月からの介護報酬の臨

時改定では、約３.３％（月額１万円）の賃上げに加え、生産性向上や協働化

に取り組む事業者に対しては、約６．３％（最大月１．９万円）の賃上げ（定

期昇給を含む。）を実現するための措置が講じられます。 

介護サービスにおいては、物価上昇への対応として令和８年８月からの介

護保険施設における基準費用額（食費）が見直されます。 

障害福祉サービスにおいては、制度の安定的な運営及び人材確保の観点か

ら、一部の事業について応急的な報酬単価の見直しが行われるほか、就労継続

支援Ｂ型については基本報酬区分の基準の見直しが行われます。 

 

２ 報酬改定の内容 

（１）福祉・介護職員等処遇改善加算【介護・障害共通】 

ア 対象 

介護従事者・障害福祉従事者を含む介護・福祉職員 

イ 算定要件 

任用要件や賃金体系の整備などの「キャリアパス要件」及び有給休暇が

取得しやすい環境整備などの「職場環境等要件（賃金改善を除く）」を満

たす事業所への加算 
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ウ 新たに対象となった事業 

    （介護）訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅介護支援等 

    （障害）計画相談支援、障害児相談支援及び地域相談支援 

（２）基準費用額（食費）の見直し【介護のみ】 

  ア 対象 

介護保険施設等（特別養護老人ホーム、老人保健施設、介護医療院等） 

  イ 内容 

食費の基準費用額を１日当たり１００円引き上げ（低所得者について

は所得区分に応じて、利用者負担を据え置き又は１日当たり３０～６０

円引き上げ）。 

（３）応急的な報酬単価の見直し【障害のみ】 

ア 対象 

令和８年６月から令和９年３月に開設する児童発達支援事業所及び放

課後等デイサービス事業所 

イ 事業所が算定する報酬額 

①就 労 継 続 支 援 Ｂ 型…所定単位数の 1000 分の 984に相当する単位数 

②共 同 生 活 援 助…所定単位数の 1000 分の 972に相当する単位数 

③児 童 発 達 支 援…所定単位数の 1000 分の 988に相当する単位数 

④放課後等デイサービス…所定単位数の 1000 分の 982に相当する単位数 

（４）基本報酬区分の見直し【障害のみ】 

  ア 対象 

    就労継続支援Ｂ型 

  イ 内容 

    基本報酬区分の基準を見直し、基準額をそれぞれの報酬区分について

3,000 円引き上げ（配慮措置あり）。 

 

３ 区の対応 

対象となる事業所は、このたびの処遇改善加算によって、令和８年６月のサ

ービス提供分から新たに見直された加算率による算定が可能となります。ま

た、介護事業所の基準費用額については令和８年８月のサービス利用分から

引き上げられます。 

区では、同加算の加算率の変更や加算対象職員（従事者）の拡大、介護及び

障害福祉サービスにおける一部単価の見直しに伴い、新たに必要となる介護・

障害福祉サービス等の経費を令和８年第２回港区議会定例会の補正予算案と

して提出します。 
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４ 事業規模及び財源構成 

（１）事業規模 

ア 介護 

２７８，６９８千円（報酬改定分の介護給付費等） 

イ 障害 

１０９，５１６千円（報酬改定分の介護給付費、通所給付費等） 

（２）財源構成 

ア 介護                         【単位：％】 

第１号 

被保険者 

第２号 

被保険者 

国 うち調整 

交付金 

東京都 港区 

２８ ２７ ２０ 

（１５※） 

０ １２．５ 

（１７．５※） 

１２．５ 

※（ ）内は施設等分 

 

イ 障害                         【単位：％】 

財源構成 国 東京都 港区 

介護給付費・訓練等給付費 ５０ ２５ ２５ 

障害児通所支援 ５０ ２５ ２５ 

障害児入所支援 ５０ － ５０ 

 

５ 今後のスケジュール（予定） 

令和８年 ６月  令和８年第２回港区議会定例会（補正予算案の提出） 

            処遇改善加算算定分のサービスの提供開始 

７月  事業所による給付費の請求（６月分） 

区から国民健康保険団体連合会への給付費の支払（障 

害６月分） 

８月  国民健康保険団体連合会から事業所への給付費の支払 

（障害６月分） 

区から国民健康保険団体連合会、国民健康保険団体連 

合会から事業所への給付費の支払（介護６月分） 


